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大
坂
三
郷
質
屋
仲
間
の
盗
品
調
査 

 

西
本 

菜
穂
子 

  

 

要
旨 

質
屋
・
古
手
屋
・
古
鉄
古
道
具
屋
の
「
三
商
」
は
、
大
坂
町
奉
行
所
の
盗
賊
方
の
も
と
で
盗
品
調
査
の
御
用
を
担
っ
て
い
た
。
盗
人
は
都
市
大
坂

に
と
っ
て
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た
上
、
御
用
を
担
う
た
め
に
形
成
さ
れ
た
仲
間
に
と
っ
て
御
用
と
は
存
立
の
核
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
盗
品
調
査
の
内
容

を
検
討
す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
大
坂
三
郷
の
三
商
の
う
ち
質
屋
仲
間
が
担
っ
て
い
た
盗
品
調
査
を
取
り
上
げ
、
仲
間
の
構
成
員

は
ど
の
よ
う
に
捜
査
に
動
員
さ
れ
、
盗
賊
方
は
ど
の
よ
う
に
捜
査
を
進
め
て
い
た
の
か
検
討
を
行
っ
た
。
被
害
者
が
届
け
出
を
行
う
と
こ
ろ
か
ら
関
係
者

の
処
罰
ま
で
一
連
の
流
れ
を
ま
と
め
、
調
査
方
法
の
時
期
に
よ
る
変
遷
も
含
め
て
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
捜
査
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

た
質
会
所
と
仲
間
に
雇
わ
れ
て
い
る
惣
代
の
役
割
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
。 

 

   
 
 

は
じ
め
に 

  

先
の
論
考(

１)

で
は
、
近
世
大
坂
に
お
け
る
質
屋
仲
間
の
定
法
書
を
取
り
上
げ
、
仲
間

の
内
部
構
造
や
、
そ
の
営
業
の
仕
方
な
ど
、
仲
間
の
基
本
的
な
特
徴
を
み
た
。
本
論
で

は
、
そ
の
補
足
と
し
て
、
定
法
書
か
ら
は
見
え
な
か
っ
た
盗
品
調
査
の
具
体
的
な
流
れ

を
、
仲
間
の
史
料
に
加
え
て
大
坂
町
奉
行
所
関
係
の
史
料
な
ど
も
参
考
に
し
て
概
観
し

て
い
く
。 

 

質
屋
・
古
手
屋
・
古
鉄
古
道
具
屋
の
「
三
商
」
が
、
盗
品
調
査
の
御
用
を
担
う
た
め

に
江
戸
時
代
の
初
め
か
ら
仲
間
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る(

２)

。
し

か
し
、大
坂
の
三
商
が
担
っ
て
い
た
盗
品
調
査
の
方
法
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
検
討
は
、

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た(

３)

。 

 

そ
こ
で
本
論
で
は
、
質
屋
仲
間
を
取
り
上
げ
、
仲
間
の
構
成
員
が
ど
の
よ
う
に
盗
賊

方
の
捜
査
に
動
員
さ
れ
て
い
た
の
か
、
盗
品
調
査
の
内
容
を
概
観
す
る
。
御
用
を
担
う

た
め
に
近
世
の
初
期
か
ら
仲
間
化
さ
れ
た
と
い
う
質
屋
仲
間
に
と
っ
て
、
仲
間
存
立
の

核
と
な
っ
て
い
る
盗
品
調
査
に
つ
い
て
そ
の
内
実
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
仲
間
の
論
理

や
構
造
を
把
握
し
、
盗
賊
方
と
の
関
係
な
ど
の
考
察
を
深
め
て
い
く
た
め
に
も
重
要
で

あ
る
。 

 



大坂三郷質屋仲間の盗品調査 

 (28)

 
 
 

第
一
章 

盗
品
調
査
と
は 

  

江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
盗
人
の
対
策
を
呼
び
掛
け
る
町
触
は
多
く
出
さ
れ
て
い
る
。

盗
人
が
出
た
時
の
近
隣
の
者
の
対
応
な
ど
、
対
策
の
仕
方
が
町
に
触
れ
ら
れ
て
い
た
。

町
人
が
協
力
し
て
盗
人
を
捕
ま
え
れ
ば
ほ
う
び
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
内
容
も
町
触
で
触

れ
ら
れ
て
い
た
。
大
坂
町
奉
行
所
関
係
の
史
料(

４)

に
も
、
江
戸
と
は
違
い
大
坂
は
町
家

ば
か
り
が
多
い
の
で
盗
人
の
徘
徊
が
多
い
と
あ
り
、
都
市
大
坂
に
と
っ
て
盗
人
は
大
き

な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

盗
人
に
入
ら
れ
た
場
合
、
被
害
は
ま
ず
大
坂
町
奉
行
所
へ
届
け
ら
れ
た
（
失
物
届(

５)

）。

町
奉
行
所
の
対
処
方
法
が
記
載
さ
れ
た
史
料(

６)
を
引
用
す
る
。 

 

【
史
料
一
】 

 
 
 
 

諸
色
被
盗
物
断
之
事 

一
何
ニ
而
茂
被
盗
物
書
付
を
以
吟
味
願
出
候
時
者
聞
届
、
其
趣
書
留
為
致
置
、
当
番

所
押
切
を
右
願
書
裏
ニ
押
し
、
願
人
江
相
渡
、
牢
屋
敷
江
持
参
、
盗
賊
方
役
人
江

差
出
候
様
、
申
渡
候
事
、 

一
他
国
之
者
、
当
地
ニ
而
盗
ニ
逢
、
吟
味
願
候
而
茂
、
取
捌
右
同
様
ニ
候
事
、 

一
吟
味
不
相
願
、
被
盗
物
之
断
斗
申
出
候
時
者
、
聞
置
候
段
申
渡
、
其
趣
書
留
致
置
、

右
断
書
当
番
与
力

盗
賊
吟
味
役
人
江
可
差
遣
事
、 

 
 
 

但
、
吟
味
不
願
候
ハ
ヽ
、
其
趣
書
付
之
内
江
為
書
入
可
申
事
、 

一
最
初
吟
味
不
願
、
断
一
通
り
致
置
候
者
江
者
、追
而
被
盗
物
出
候
而
茂
不
遣
候
事
、 

 
 

但
、
寺
社
町
方
在
方
ニ
而
茂
、
格
別
替
り
候
品
被
盗
候
節
ハ
、
聞
置
候
上
、
御

城
代
江
申
達
候
事
、 

 

 

一
条
目
・
二
条
目
は
、
盗
ま
れ
た
物
に
つ
い
て
の
吟
味
を
願
い
出
た
場
合
で
あ
る
。

願
書
の
内
容
を
書
き
と
め
さ
せ
て
お
き
、
願
書
の
裏
に
当
番
所
の
押
切
印
を
押
し
て
願

人
に
渡
し
、「
牢
屋
敷
へ
持
参
し
盗
賊
方
役
人
へ
差
し
出
す
よ
う
に
」
と
申
し
渡
し
て
い

た
。
他
国
の
者
が
大
坂
で
盗
み
に
あ
い
吟
味
を
願
っ
た
場
合
も
、
同
様
で
あ
る
。
一
方
、

三
条
目
・
四
条
目
は
、
盗
ま
れ
た
物
の
届
け
出
の
み
で
吟
味
を
願
わ
な
か
っ
た
場
合
で

あ
る
。
聞
き
届
け
て
届
け
の
内
容
を
書
き
と
め
、
吟
味
を
願
わ
な
い
と
書
き
入
れ
さ
せ

た
届
け
書
き
が
、
当
番
の
与
力
か
ら
盗
賊
吟
味
役
人
へ
伝
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
最

初
に
吟
味
を
願
わ
な
か
っ
た
者
へ
は
、
盗
ま
れ
た
物
が
発
見
さ
れ
て
も
物
が
返
さ
れ
な

か
っ
た
。
逆
に
盗
品
を
取
り
戻
す
に
は
、
押
切
印
の
あ
る
書
類
が
必
要
で
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
ま
た
、
特
に
変
わ
っ
た
物
が
盗
ま
れ
た
時
は
、
町
奉
行
所
か
ら
城
代
へ
も

報
告
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

こ
う
し
て
盗
ま
れ
た
物
の
届
け
や
願
書
は
、盗
賊
方
役
人
へ
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
大
坂
町
奉
行
所
の
盗
賊
方
と
は
ど
の
よ
う
な
役
所
か
、
先
行
研
究
か
ら
わ
か
る
こ

と
を
中
心
に
ま
と
め
て
い
く(

７)

。 

 

大
坂
町
奉
行
所
の
盗
賊
方
は
、
火
附
・
盗
賊
・
博
打
・
暴
行
者
な
ど
、
犯
罪
者
の
捕

縛
・
吟
味
を
行
っ
て
い
た
。
警
察
関
係
の
職
務
と
し
て
二
つ
、
①
犯
罪
の
捜
査
・
召
し

捕
り
と
、
②
犯
罪
防
止
の
た
め
の
不
時
の
巡
回
が
あ
る
。 

 

元
禄
一
六
年
（
一
七
〇
三
）
の
公
私
要
覧
に
よ
る
と
、「
盗
賊
方
」
は
与
力
二
名
が
加

役
と
し
て
務
め
た
。
当
時
の
御
役
録
に
よ
る
と
、
配
下
の
同
心
は
、
「
盗
賊
改
（
掛
）
」

同
心
一
〇
名
前
後
が
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
か
ら
は
、
「
盗
賊
役
」（
盗
賊
改
方
、
盗
賊
吟
味
役
）
与
力

が
四
名
に
増
え
、
本
役
に
な
っ
た
。
御
役
録
か
ら
配
下
の
同
心
を
見
る
と
、「
盗
賊
改
方
」

（
盗
賊
捕
方
）
が
八
名
い
て
、
幕
末
に
は
更
に
人
数
が
増
え
て
い
る
。
そ
し
て
「
盗
賊

方
御
役
所
定
詰
方
」
が
四
名
、
こ
れ
は
「
盗
賊
改
方
」
同
心
の
内
、
老
練
者
が
つ
い
て
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い
た
よ
う
で
あ
る
。 

 
そ
の
「
盗
賊
方
御
役
所
」
と
い
う
の
は
、
与
左
衛
門
町
の
牢
屋
敷
の
中
に
あ
っ
た
。

牢
屋
敷
は
全
体
で
八
二
九
坪
あ
り
、
そ
の
中
に
本
牢
、
新
牢
、
揚
り
座
敷
な
ど
の
各
種

牢
屋
が
あ
り
、
そ
し
て
盗
賊
吟
味
役
所
、
吟
味
場
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
た
。 

 

で
は
盗
賊
方
の
役
人
は
、
盗
難
品
の
リ
ス
ト
を
受
け
取
っ
た
後
、
ど
の
よ
う
に
捜
査

を
進
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
盗
賊
方
の
史
料
か
ら
、
三
商
が
担
っ
て
い
た
御
用
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
見
て
み
よ
う
。 

 

『
町
奉
行
所
旧
記
』
三
の
「
盗
賊
吟
味
役
勤
方
覚
」(

８)

五
カ
条
目
・
七
カ
条
目
に
よ

る
と
、
盗
品
調
査
の
手
順
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
質
屋
・
古
手
屋
・
古
道

具
屋
の
惣
代
・
手
代
リ
の
者
を
牢
屋
敷
御
役
所
で
召
し
使
い
（
牢
屋
敷
詰
）、
盗
品
・
紛

失
物
の
届
け
出
（
失
物
届
）
の
書
付
が
盗
賊
方
役
所
へ
渡
さ
れ
次
第
書
き
写
さ
せ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
仲
間
に
触
れ
出
し
（
失
物
御
触
書
）、
吟
味
す
る
。
そ
し
て
そ
の
触
書
に
似

て
い
る
物
が
あ
っ
た
時
は
、
質
屋
・
古
手
屋
・
古
道
具
屋
か
ら
密
か
に
（
品
物
や
情
報

を
）
差
し
出
す
の
で
、
そ
れ
を
品
物
の
持
ち
主
へ
確
認
す
る
。
間
違
い
な
け
れ
ば
、
質

取
引
な
ら
ば
置
主
・
請
人
、
古
手
屋
・
古
道
具
屋
な
ら
売
り
主
へ
、
役
木
戸
の
者
を
遣

わ
し
て
見
張
り
、
盗
賊
や
怪
し
い
者
で
あ
れ
ば
同
心
を
遣
わ
し
、
呼
び
寄
せ
て
吟
味
す

る
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

次
に
、
大
坂
東
町
奉
行
所
の
与
力
八
田
五
郎
左
衛
門
が
盗
賊
吟
味
役
の
勤
め
方
を
問

い
合
わ
せ
、
清
書
し
て
保
管
す
る
た
め
に
作
成
し
た
下
書(

９)

に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る

の
で
、
先
の
史
料
と
同
様
の
記
述
は
省
略
し
て
内
容
を
見
て
い
こ
う
。 

 

ま
ず
、
三
商
の
惣
代
が
日
々
盗
賊
吟
味
役
詰
場
へ
詰
め
、
こ
れ
ま
で
の
質
物
・
買
い

取
り
の
品
で
怪
し
い
と
思
っ
た
も
の
は
密
か
に
注
進
す
る
よ
う
申
し
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
ま
だ
触
が
出
て
い
な
く
て
も
、
怪
し
い
物
は
注
進
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
盗
ま
れ
た
物
な
ど
の
訴
え
が
あ
れ
ば
、
そ
の
品
書
を
そ
れ
ぞ
れ
の
仲
間
に
触
れ

さ
せ
る
。
更
に
、
盗
ま
れ
た
人
か
ら
吟
味
を
願
わ
れ
た
物
は
「
急
触
」
と
し
て
、
す
ぐ

に
通
達
さ
せ
る
。
こ
の
一
般
の
「
触
」
と
「
急
触
」
の
違
い
は
、
先
述
の
大
坂
町
奉
行

所
へ
の
盗
品
届
け
出
の
仕
方
の
違
い
か
ら
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
触
を
受

け
取
っ
た
三
商
の
商
人
は
、
品
書
（
失
物
御
触
書
）
を
写
し
取
り
、
質
物
や
買
い
取
っ

た
品
と
見
合
わ
せ
、
似
て
い
る
物
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
惣
代
ま
で
品
物
を
差
し
出
す
。
そ

れ
が
盗
賊
方
に
届
き
次
第
、
盗
賊
吟
味
役
・
下
役
東
西
一
人
ず
つ
が
立
ち
会
い
、
役
木

戸
・
長
吏
・
小
頭
ら
を
召
し
連
れ
、
質
屋
・
古
手
屋
・
古
道
具
屋
の
取
引
先
を
調
べ
、

召
し
捕
え
る
、
と
あ
る
。 

 

こ
の
記
述
か
ら
は
、
通
常
の
「
失
物
御
触
書
」
と
「
急
触
」
の
違
い
や
、
仲
間
が
触

状
を
写
し
取
っ
た
上
で
廻
達
し
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
牢
屋
敷
で
触
を
写
し

取
る
だ
け
で
は
な
く
、
似
て
い
る
品
を
差
し
出
す
先
と
し
て
も
「
惣
代
」
が
出
て
く
る

こ
と
か
ら
、
仲
間
に
雇
わ
れ
て
い
る
「
惣
代
」
が
盗
賊
方
と
仲
間
を
つ
な
ぐ
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。 

 

（
一
）
牢
屋
敷
詰 

 

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
沿
っ
て
、
よ
り
詳
細
に
検
討
を
行
う
。 

先
述
の
と
お
り
、
牢
屋
敷
に
あ
る
盗
賊
吟
味
役
詰
場
に
、
惣
代
・
手
代
リ
の
者
が
日
々

詰
め
て
い
た
。
こ
れ
を
「
牢
屋
敷
詰
」
と
呼
ん
で
い
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
こ

の
惣
代
・
手
代
リ
の
者
と
は
三
商
の
商
売
人
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仲
間
に
雇
わ
れ

て
い
る
者
で
あ
っ
た
。
惣
代
は
牢
屋
敷
の
盗
賊
吟
味
役
所
で
、
被
害
者
か
ら
の
紛
失
物

の
届
け
出
や
願
書
を
写
し
取
り
、
ま
た
届
け
が
な
く
て
も
怪
し
い
品
物
の
取
引
が
あ
れ

ば
報
告
を
し
て
い
た
。
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
の
天
満
組
の
定
法
書
に
よ
る
と
、
仲

間
の
者
は
取
引
相
手
が
出
奔
し
た
り
罰
せ
ら
れ
た
り
し
た
時
も
、
惣
代
に
報
告
を
行
う

よ
う
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
情
報
も
盗
賊
方
へ
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
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推
測
で
き
る
。 

 

牢
屋
敷
詰
め
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
起
源
を
示
す
史
料
と
し
て
、
後
年
の
も
の

に
な
る
が
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
の
「
質
道
具
古
手
方
惣
代
共
手
代
リ
ノ
者
共
牢
屋

敷
へ
相
詰
候
年
暦
之
儀
盗
賊
方
御
役
人
ヨ
リ
御
尋
ニ
付
差
出
候
書
付
之
控
」(

10)

、
つ
ま

り
三
商
の
手
代
・
手
代
リ
の
者
た
ち
が
牢
屋
敷
に
勤
め
て
い
る
年
数
を
尋
ね
ら
れ
、
盗

賊
方
の
役
人
に
返
答
し
て
い
る
史
料
が
あ
る
。 

 

そ
の
中
で
大
坂
組
質
屋
仲
間
の
惣
代
で
あ
る
矢
野
長
次
郎
は
、
牢
屋
敷
詰
め
は
寛
永

七
年
（
一
六
三
〇
）
か
ら
と
記
録
が
あ
る
、
と
返
答
し
て
い
る
。
そ
の
記
録
は
現
在
残

っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
年
数
が
正
し
い
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
仲
間
の
成
立
年

代
を
考
え
る
上
で
重
要
な
史
料
の
一
つ
で
あ
る
。 

 

そ
れ
に
対
し
、
天
満
組
質
屋
仲
間
の
惣
代
、
脇
澤
半
治
郎
と
奥
村
次
兵
衛
の
返
答
は

次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
十
月
に
摂
河
在
々
質
屋
が
大
坂
・
天

満
の
一
手
支
配
に
な
り
、
十
月
二
十
四
日
に
西
御
月
番
か
ら
、
十
一
月
一
日
に
は
東
西

町
奉
行
、
十
一
月
八
日
に
は
盗
賊
方
御
役
人
か
ら
召
し
出
さ
れ
、
天
満
組
も
大
坂
質
屋

惣
代
と
同
じ
よ
う
に
勤
め
る
よ
う
に
と
仰
せ
付
け
ら
れ
、
翌
十
一
月
九
日
か
ら
勤
め
て

い
る
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
宝
暦
期
の
史
料
で
も
天
満
組
に
も
惣
代
が

雇
わ
れ
て
い
て
、
失
物
御
触
書
も
廻
し
て
い
る
。
こ
の
史
料
の
通
り
牢
屋
敷
に
詰
め
て

い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
盗
賊
方
か
ら
惣
代
へ
ど
の
よ
う
に
触
が
伝
達
さ
れ
て
い
た
の

か
、
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
と
も
か
く
こ
の
史
料
の
時
点
で
は
、
明
和
元
年
（
一
七
六

四
）
の
摂
河
在
々
一
手
支
配
を
契
機
に
、
そ
れ
ま
で
は
独
自
の
取
り
計
ら
い
を
行
っ
て

い
た
大
坂
組
と
天
満
組
の
足
並
み
が
揃
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

（
二
）
失
物
御
触
書
と
そ
の
伝
達 

 

牢
屋
敷
詰
め
に
よ
っ
て
惣
代
に
写
し
取
ら
れ
た
盗
品
の
リ
ス
ト
は
、
仲
間
に
「
失
物

御
触
書
」
と
し
て
廻
達
さ
れ
て
い
た
。
牢
屋
敷
か
ら
写
し
て
き
た
も
の
は
「
本
紙
」
と

呼
ば
れ
、
そ
れ
を
何
通
に
も
認
め
、
質
屋
年
寄
と
読
み
合
わ
せ
て
確
認
し
廻
達
し
て
い

く
、
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ(

11)

。
ま
た
、
特
に
吟
味
が
願
わ
れ
た
物
は

「
急
触
」
と
い
っ
て
、
急
い
で
廻
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
ど
ち
ら
の
触
で
あ
っ
て
も
、

品
物
が
並
べ
て
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
一
つ
の
届
け
出
ご
と
に
番
号

が
ふ
ら
れ
、
事
件
ご
と
に
分
け
ら
れ
て
通
達
さ
れ
て
い
た
。 

 

後
年
で
は
仲
間
の
御
用
は
「
隠
密
の
こ
と
」
と
い
わ
れ
、
つ
ま
り
仲
間
の
み
が
知
っ

て
お
く
べ
き
こ
と
で
、
外
部
の
者
に
知
れ
渡
っ
て
は
盗
品
の
売
り
払
い
や
質
入
れ
が
減

っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
や
、
盗
人
が
逃
げ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い

る
が
、
当
初
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
で
は
こ
こ
で
、
近
世
初
期
に
出

さ
れ
た
「
失
物
御
触
書
」
の
形
式
か
ら
、
初
期
の
捜
査
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 

 

三
津
寺
町
の
一
七
世
紀
の
史
料
に
「
寛
文
七
年 

大
坂
町
中
御
仕
置
帳
」(

12)

が
残
さ

れ
て
お
り
、
初
期
の
「
失
物
御
触
書
」
と
想
定
さ
れ
る
も
の
が
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
他
の
町
触
な
ど
も
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
が
省
略
し
、
ま
た
細
か
い
品
物
も

省
略
し
て
、
紛
失
物
の
書
付
の
形
式
に
留
意
し
て
部
分
的
に
引
用
し
て
検
討
を
行
う
。 

 

【
史
料
二
】 

 

（
前
略
） 

 

① 

六
月
朔
日
夜
ぬ
す
ま
れ
申
候
品
々 

 
（
三
三
品
省
略
） 

 

右
之
通
ニ
而
御
座
候
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

南
久
ほ
う
し
町
弐
丁
目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
野
屋 

四
郎
兵
衛 

 

② 

去
ル
五
月
廿
日
夜
長
堀
心
斎
橋
油
屋
藤
右
衛
門 
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所
へ
ぬ
す
人
入
ぬ
す
ま
れ
申
候
品
々
覚 

 
（
二
八
品
省
略
） 

右
之
通
諸
色
質
屋
・
古
金
屋
・
古
手
屋
・
切
り
売
・
と
き
売
其
外
つ
ね
の
町
人
ニ
而

も
、
只
今
迄
ニ
買
置
候
者
持
参
仕
御
断
り
可
申
上
候
、
若
以
来
右
之
品
々
売
ニ
参
候

者
、
其
も
の
を
召
連
早
々
御
断
り
可
申
上
候
、
自
然
隠
置
脇

相
知
レ
候
ハ
ヽ
、
曲

事
ニ
可
被
仰
付
候
之
由
、
三
郷
へ
相
触
候
へ
と
被
仰
付
候
事
、
以
上
、 

 
 
 

未
六
月
三
日 

 

右
之
御
触
之
通
町
中
寄
合
仕
、
不
残
よ
み
き
か
せ
申
者
也
、 

 
 

寛
文
七
年 

 
 
 
 
 

月
行
事 

 
 
 

未
六
月
三
日 

 
 
 
 
 

庄
兵
衛
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 

新
兵
衛
㊞ 

（
後
略
） 

  

全
部
で
一
〇
件
の
紛
失
物
の
書
き
上
げ
が
、
四
回
に
分
け
て
伝
達
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
波
線
部
の
よ
う
に
「
右
之
御
触
之
通
町
中
寄
合
仕
、
不
残
よ
み
き
か
せ
申
者
也
」

と
い
う
記
述
が
あ
る
毎
に
、
月
行
司
か
ら
町
中
の
寄
合
で
読
み
聞
か
せ
て
伝
達
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
六
月
三
日
・
七
日
・
一
五
日
・
七
月
一
日
の
計
四
回
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
一
つ
目
の
、
六
月
三
日
の
ま
と
ま
り
の
み
例
と
し
て
提

示
し
、
後
略
の
部
分
は
【
表
１
】
に
ま
と
め
る
。 

 

こ
こ
か
ら
は
、
当
時
の
紛
失
物
調
査
の
触
に
二
つ
の
形
式
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

①
で
は
、「
六
月
朔
日
夜
ぬ
す
ま
れ
申
候
品
々
」
と
あ
り
「
右
之
通
ニ
而
御
座
候
」
と
い

う
こ
と
で
、
被
害
者
と
思
わ
れ
る
「
南
久
ほ
う
し
町
弐
丁
目 

平
野
屋 

四
郎
兵
衛
」

の
名
前
が
あ
る
。
こ
れ
は
被
害
者
か
ら
の
失
物
の
届
け
出
を
写
し
取
っ
て
触
れ
て
い
る

形
式
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
か

ら
は
、
先
述
の
通
り
吟
味
が
願
わ
れ

た
届
け
出
を
、
願
人
か
ら
直
接
盗
賊

方
の
役
人
に
届
け
て
い
た
こ
と
が
想

起
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
急

い
で
触
れ
て
い
る
様
子
は
な
い
が
、

後
年
で
い
う
「
急
触
」
の
よ
う
な
形

式
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。 

 

も
う
一
つ
の
②
の
形
式
で
は
、「
去

ル
五
月
廿
日
夜
長
堀
心
斎
橋
油
屋
藤

右
衛
門
所
へ
ぬ
す
人
入
ぬ
す
ま
れ
申

候
品
々
覚
」
と
あ
り
、
以
下
の
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
。
右
の
書
き
上
げ

の
通
り
、
質
屋
・
古
金
屋
・
古
手
屋
・

（
古
手
の
）
切
り
売
・
と
き
売
、
そ

の
他
の
町
人
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ま

で
に
（
こ
れ
ら
の
品
物
を
）
買
っ
て

い
た
な
ら
ば
持
参
し
て
断
り
な
さ
い
。

も
し
今
後
（
こ
れ
ら
の
品
物
を
）
売

り
に
来
た
ら
、
そ
の
者
を
連
れ
て
す

ぐ
に
断
り
な
さ
い
。
も
し
隠
し
て
い

て
他
か
ら
判
明
す
れ
ば
、
処
罰
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
三
郷
へ
触
れ

出
す
よ
う
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
、
と
い

 

【表 1】紛失物の書き上げ一覧 

まとまり 分類 被害にあった日 ①届け出た日／②仰せつけられた日 町中へ伝えられた日
① 6月1日 -
② 5月20日 6月3日
① 4月11日 -
② 5月2日 6月6日
② 5月10日 -
① 4月20日 6月7日
② 5月20日 -
① 5月20日 -

3 ① 6月5日 6月15日 6月15日
② 7月1日 -
② - -

寛文7年「大坂町中御仕置帳」（大阪市史史料第17輯）から作成

1

2

4

6月3日

6月7日

7月15日
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う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
被
害
者
か
ら
の
届
け
出
で
あ
る
①
と
は
異
な
り
、
盗
賊
方

が
書
き
上
げ
、
三
郷
へ
申
し
伝
え
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
も
、
先
に
述

べ
た
吟
味
を
願
わ
な
か
っ
た
届
け
出
が
、
当
番
与
力
に
よ
っ
て
書
き
と
め
ら
れ
盗
賊
方

役
人
に
通
達
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
更
に
、
後
年
の
よ
う
に
三
商
の
み

に
触
れ
出
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
三
郷
町
中
へ
触
れ
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
失
物

御
触
書
を
写
し
取
っ
て
回
し
て
い
く
訳
で
も
な
く
、
町
の
会
所
で
読
み
聞
か
さ
れ
て
い

る
こ
と
。
盗
品
を
売
り
に
来
た
ら
密
か
に
知
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
召
し
連
れ
て
く
る

よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
後
年
の
あ
り
方
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
初
期
の
あ
り
方
も
、
そ
れ
の
み
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る

し
、
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
一
時
期
の
こ
と
な
の
で
、
特
殊
な
例
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
変
化
の
過
程
は
不
明
で
あ
る
が
、
当
初
は
三
郷
全
体
へ
向
け
て
こ
の
よ

う
な
方
法
も
取
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
れ
が
質
屋
で
「
隠
密
」
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
は
不
詳
だ
が
、
少
な
く

と
も
宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一
）
に
は
行
わ
れ
て
い
た
。
質
仲
間
廻
文
書
三
の
史
料
中

に
、
質
屋
年
寄
が
西
御
番
所
で
仰
せ
渡
さ
れ
た
こ
と
を
、
月
行
司
（
当
時
の
小
組
の
代

表
者
）
を
通
じ
て
廻
達
し
て
い
る
史
料
が
あ
る(

13)

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
失
物
御
触
書
が

廻
っ
た
ら
、
写
し
取
り
確
認
し
、
似
て
い
る
品
を
す
ぐ
に
差
し
出
す
が
、
そ
の
改
め
方

に
つ
い
て
、「
隠
密
に
し
て
他
見
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
大
切
に
行
う
よ
う
に
」
と
仰
せ

渡
さ
れ
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
少
な
く
と
も
当
時
は
隠
密
で
行
う
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、

そ
れ
が
天
保
期
の
史
料
な
ど
で
も
御
用
を
隠
密
の
も
の
と
認
識
し
て
い
る(

14)

こ
と
に

つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

（
三
）
調
査
と
情
報
提
供 

 

仲
間
の
規
約
に
つ
い
て
は
、
先
の
論
文
で
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
中
に
、
仲
間
の
個
々

人
が
担
う
失
物
御
触
書
の
調
査
に
関
す
る
箇
条
が
、
二
カ
条
あ
る
。 

 

一
つ
目
は
、
失
物
御
触
書
の
廻
達
の
仕
方
で
あ
る
。
廻
っ
て
き
た
「
失
物
御
触
書
」

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
質
店
で
写
し
取
ら
れ
、
自
分
の
店
に
似
て
い
る
物
の
取
引
が
な
い
か

を
入
念
に
確
認
し
、
帳
面
に
判
形
し
て
廻
し
、
最
後
の
人
が
「
質
会
所
」（
天
満
組
は
「
惣

代
」）
へ
戻
す
、
と
あ
る
。 

 

二
つ
目
は
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ま
ず
①
失
物
御
触
書
が
廻
っ
た
後
で
、

そ
の
触
書
に
似
て
い
る
物
を
取
引
す
れ
ば
、
そ
の
置
主
・
請
人
に
は
知
ら
せ
ず
、
品
物

に
詳
し
い
書
付
を
添
え
て
、
密
か
に
質
会
所
（
質
屋
惣
代
）
へ
差
し
出
す
。
そ
し
て
②

ま
だ
失
物
御
触
書
が
廻
っ
て
い
な
い
時
で
も
、
盗
ま
れ
た
物
を
質
屋
の
店
で
盗
ま
れ
た

人
が
見
つ
け
申
し
出
た
な
ら
ば
、
同
様
に
置
主
・
請
人
に
は
知
ら
せ
ず
に
質
会
所
（
質

屋
惣
代
）
へ
申
し
出
る
、
と
あ
る
。 

 

こ
の
二
カ
条
は
時
期
や
組
に
よ
る
大
き
な
変
化
は
な
く
御
用
の
大
枠
は
こ
の
と
お
り

で
あ
っ
た
が
、
個
々
で
行
う
調
査
の
方
法
は
、
時
期
に
よ
っ
て
変
化
が
あ
る
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
紙
数
の
都
合
上
後
稿
と
し
た
い
。 

 

ま
た
、
こ
の
情
報
提
供
時
に
添
え
る
書
付
の
ひ
な
形(

15)

を
見
る
と
、
ま
ず
失
物
御
触

書
の
番
号
・
日
付
と
似
て
い
る
と
判
断
し
た
品
物
を
挙
げ
、
そ
の
質
物
を
取
引
し
た
日

付
や
金
額
、
置
主
・
請
人
の
住
所
・
名
前
な
ど
、
判
組
の
情
報
が
書
き
上
げ
ら
れ
、
質

屋
か
ら
質
会
所
へ
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
情
報
を
提
供
す
る
時
に
重
要
に
な

っ
て
く
る
の
が
、「
請
状
」
で
、
あ
ら
か
じ
め
居
所
な
ど
を
確
認
し
判
を
取
っ
て
お
く
こ

と
で
、
盗
賊
方
へ
情
報
を
提
供
し
、
ま
た
取
引
を
行
っ
た
の
が
間
違
い
な
く
そ
の
人
で

あ
る
と
い
う
証
拠
と
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
請
状
な
し
に
質
取
引
を
し
て
は
い
け
な

い
と
決
め
ら
れ
て
い
た(

16)

の
で
あ
る
が
、
請
状
の
取
り
方
に
つ
い
て
も
時
期
に
よ
る
変
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化
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
詳
細
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
お
く
。 

 

（
四
）
捜
査
か
ら
処
罰
へ 

 

以
上
の
よ
う
に
、
会
所
や
そ
こ
で
雇
わ
れ
て
い
る
惣
代
は
、
仲
間
か
ら
受
け
取
っ
た

品
物
や
書
付
、
怪
し
い
物
や
人
の
情
報
を
、
盗
賊
方
の
役
人
に
報
告
し
て
い
た
。
品
物

が
盗
品
に
間
違
い
な
け
れ
ば
、
配
下
を
遣
わ
し
て
取
引
相
手
を
差
し
押
さ
え
る
。
ま
ず

初
動
と
し
て
「
役
木
戸
」
を
遣
わ
し
、
更
に
盗
賊
吟
味
役
・
下
役
東
西
一
人
ず
つ
が
立

ち
あ
い
、
役
木
戸
・
長
吏
・
小
頭
ら
を
連
れ
て
捕
え
に
行
く
こ
と
を
、
先
に
町
奉
行
所

関
係
の
史
料
か
ら
指
摘
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
質
屋
と
い
う
情
報
網
を
利
用
し
た
捕
物
は
「
出
口
」と
呼
ば
れ
て
お
り
、

更
に
詳
し
く
検
討
し
よ
う
。
西
町
奉
行
所
の
同
心
嘉
来
佐
五
右
衛
門
が
書
き
と
め
た
、

盗
賊
方
同
心
の
勤
め
方
の
手
引
き
が
残
さ
れ
て
お
り
、表
紙
に
は
「
天
保
二
辛
卯
年 

盗

賊
方
概 

六
月
写
之 

嘉
来
佐
五
右
衛
門
」
と
あ
る(

17)

。
そ
の
手
引
き
の
一
番
初
め
に
、

質
屋
へ
の
失
物
御
触
書
か
ら
盗
人
を
割
り
出
し
、
捕
ま
え
る
「
出
口
」
の
心
得
が
書
か

れ
て
い
る(

18)

。
初
め
に
目
次
が
あ
り
、
全
体
で
は
六
八
の
項
目
が
あ
る
。
そ
の
内
質
屋

に
関
わ
る
箇
条
は
一
三
項
目
あ
り
【
表
２
】、
順
番
に
取
り
調
べ
の
経
緯
が
書
か
れ
て
い

る
の
で
、
順
を
追
っ
て
検
討
し
て
い
く
。 

 

一
項
目
・
二
項
目
で
は
、
ま
ず
「
出
口
」
と
い
う
捕
物
の
仕
方
が
事
例
も
挙
げ
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
失
物
御
触
書
と
そ
の
調
べ
に
つ
い
て
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
が
、「
紛

失
物
の
訴
え
が
あ
り
、
そ
の
品
々
を
質
屋
に
触
れ
、
そ
の
後
似
て
い
る
品
を
質
屋
か
ら

密
か
に
質
屋
惣
代
へ
差
し
出
し
、
惣
代
か
ら
上
役
（
与
力
）
へ
申
し
出
る
」
と
あ
り
、

質
屋
の
惣
代
か
ら
同
心
で
は
な
く
与
力
に
差
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
差
し

出
さ
れ
た
品
物
が
紛
失
物
の
届
け
出
と
符
合
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
盗
ま
れ
た
人
を
呼

び
出
し
て
、
役
所
で
品
物
を
確
認
さ
せ
る
。
そ
う
せ
ず
と
も
間
違
い
な
く
符
合
し
て
い

る
場
合
は
、
す
ぐ
に
召
し
捕
え
る
よ
う
に
与
力
か
ら
通
達
が
あ
る
の
で
、
質
屋
か
ら
差

し
出
し
た
「
質
置
主
・
判
組
、
質
使
の
名
前
書
」(

19)

と
盗
ま
れ
た
人
か
ら
の
「
訴
書
」

（
失
物
届
）
を
与
力
か
ら
受
け
取
り
、
そ
の
日
の
役
木
戸
番
の
者
へ
申
し
つ
け
、
置
主
・

判
組（
請
人
）・
質
使
を
順
番
に
押
さ
え
て
い
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の
情
報
を
集
め
る
た
め
に
、

置
主
の
最
寄
り
の
町
会
所
か
芝
居
小
屋
な
ど
の
場
所
を
申
し
合
わ
せ
て
お
き
、
役
木
戸

を
差
し
遣
わ
し
、
同
心
と
東
町
奉
行
所
の
者
も
集
ま
る
。
そ
の
上
で
、
与
力
に
不
要
と

言
わ
れ
な
い
限
り
は
、
こ
の
一
件
の
関
係
者
を
そ
れ
ぞ
れ
の
町
会
所
に
出
頭
さ
せ
、
町

の
役
人
か
ら
も
話
を
聞
き
、
一
時
的
な
取
り
調
べ
を
行
っ
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
で
は
、

金
一
〇
両
と
衣
類
一
一
点
を
盗
ん
だ
盗

賊
が
、
自
分
の
物
と
偽
っ
て
顔
見
知
り

の
置
主
・
判
組
（
請
人
）
に
頼
み
、
置

主
が
使
い
の
者
に
代
銀
二
〇
〇
目
で
質

入
れ
さ
せ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
り
、
盗
人
は
、
以
前
東
町
奉

行
所
の
御
調
べ
で
敲
に
な
っ
た
者
で
あ

っ
た
が
、
今
回
は
入
墨
の
上
三
郷
払
い

に
な
り
、
置
主
は
所
預
、
判
組
は
他
参

留
と
な
っ
た
。
ま
た
こ
の
事
例
で
は
、

盗
人
と
顔
見
知
り
で
質
入
れ
を
依
頼
さ

れ
た
の
が
置
主
と
判
組
の
者
で
あ
り
、

質
使
は
怪
し
く
な
い
よ
う
な
の
で
他
参

留
と
な
っ
た(
20)

。 

 

三
つ
目
、
四
つ
目
の
項
目
で
は
、
盗

【表 2】天保 2 年 『盗賊方概』項目 

1 出口捕者立会心得之事
2 同会所ニ而心得方之事
3 同言上之儀
4 出口之盗賊行衛不知候節取計
5 置主判組取計方之儀
6 質屋取計方之儀
7 被盗主呼出取計方之儀
8 呼出差紙認方之儀
9 在方呼出方之儀

10 盗賊・盆付取計方之儀
11 嵩高之品取計方之儀
12 所預・尋人別預取計方之儀
13 盗物数口有之認方之儀 （後略）

天保2年「盗賊方概」（大阪市史史料第43輯）より作成
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賊
の
行
方
が
わ
か
ら
な
い
時
の
こ
と
が
、
事
例
も
挙
げ
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合

も
、
置
主
・
請
人
は
そ
れ
ぞ
れ
所
預
・
他
参
留
と
、
前
掲
同
様
の
処
置
が
な
さ
れ
る
が
、

怪
し
く
な
い
場
合
は
両
者
と
も
他
参
留
に
な
る
、
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
こ
で

も
質
使
い
の
者
に
つ
い
て
、
盗
人
に
近
い
の
は
質
使
い
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
よ
く

調
べ
る
、
と
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
性
格
が
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
質
使
い
の
者
は
置
主
・

請
人
の
印
鑑
さ
え
あ
れ
ば
質
入
れ
が
で
き
る
の
で
、
日
頃
の
使
い
に
乗
じ
て
質
入
れ
を

頼
ま
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
五
つ
目
の
項
目
か
ら
は
、
盗
人
と
、

置
主
・
判
組
を
つ
な
ぐ
存
在
と
し
て
「
口
次
人
」
と
い
う
者
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ

し
て
口
次
人
が
い
る
場
合
は
置
主
・
判
組
の
者
は
責
任
が
一
段
階
軽
く
な
る
と
あ
り
、

こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
直
接
盗
人
に
頼
ま
れ
た
訳
で
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

 

但
し
こ
れ
ら
の
事
例
は
全
て
、
実
際
に
起
こ
っ
た
事
件
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
し
、

後
述
の
宝
暦
・
安
永
期
の
処
罰
よ
り
重
い
よ
う
な
の
で
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
る(

21)

。 

 

盗
人
か
ら
頼
ま
れ
て
質
入
れ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
明
和
八
年
（
一
七
七

一
）
八
月
六
日
の
町
触
で
も
、
質
入
れ
を
頼
ま
れ
た
時
に
は
出
所
を
確
認
す
る
よ
う
に

と
促
さ
れ
て
い
る
の
で
、
補
足
し
て
お
く
。
そ
こ
で
は
、
盗
ま
れ
た
物
だ
と
は
知
ら
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
出
所
を
確
認
せ
ず
に
、
質
に
入
れ
た
者
（
＝
置
主
）
と
、
判
組
し

た
者
（
＝
請
人
）、
又
は
質
物
を
頼
ま
れ
た
者
（
＝
質
使
い
や
口
次
人
か
）
が
、
判
組
が

あ
る
者
（
＝
置
主
・
請
人
）
に
頼
ん
で
質
に
入
れ
た
場
合
は
、
吟
味
し
て
盗
物
と
判
明

し
た
ら
、
頼
ま
れ
た
人
は
勿
論
判
組
の
者
ま
で
厳
し
く
処
罰
す
る
の
で
、
質
物
に
入
れ

る
時
は
今
後
特
に
念
を
入
れ
る
よ
う
に
、
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
置
主
・
請
人
は
勿

論
、
置
主
・
請
人
と
質
屋
を
つ
な
ぐ
口
次
人
や
質
使
い
の
者
が
盗
人
に
頼
ま
れ
て
し
ま

う
こ
と
も
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

「
盗
賊
方
概
」
の
そ
の
後
の
項
目
か
ら
は
、
一
連
の
取
り
調
べ
の
仕
方
が
窺
え
る
。

例
え
ば
、
夜
中
に
質
蔵
へ
火
を
入
れ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
品
物
自
体
の
確
認
は

翌
日
で
構
わ
な
い
と
い
う
こ
と
や
、
嵩
高
い
品
物
で
あ
れ
ば
持
っ
て
こ
ず
に
一
札
を
取

っ
て
与
力
が
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
一
件
の
関
係
者

の
取
り
調
べ
に
つ
い
て
、
被
害
者
は
役
所
へ
呼
ば
れ
、
盗
人
の
家
主
・
五
人
組
な
ど
も

町
会
所
へ
呼
び
出
さ
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
が
在
方
に
住
ん
で
い
る
場

合
の
呼
び
出
し
方
や
、
他
に
盗
品
が
な
い
か
も
調
べ
る
こ
と
な
ど
も
書
か
れ
て
い
る
。 

 

最
後
に
、
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
の
裁
許
の
実
例
か
ら
も
、
盗
品
を
気
付
か
ず
質

入
れ
し
て
し
ま
っ
た
置
主
・
請
人
に
ど
の
よ
う
な
処
分
が
な
さ
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る

の
で
、
み
て
い
こ
う(

22)

。 

 

そ
の
一
件
は
、
河
州
丹
北
郡
西
出
戸
村
の
百
姓
善
右
衛
門
が
、
善
兵
衛
に
頼
ま
れ
、

盗
品
か
ど
う
か
確
か
め
ず
に
、
新
七
を
証
人
（
請
人
）
と
し
て
質
入
れ
を
行
っ
た
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
元
々
の
御
定
で
は
、
盗
品
と
は
知
ら
ず
に
証
人
を
取
っ
て
質
入
れ
し

て
し
ま
い
、
吟
味
し
て
本
当
に
知
ら
な
か
っ
た
と
決
ま
れ
ば
、
証
人
に
元
金
を
償
わ
せ

て
質
物
を
取
り
返
し
、
盗
ま
れ
た
者
へ
返
す
、
と
決
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
そ

の
方
法
が
ま
ち
ま
ち
に
な
っ
て
き
た
よ
う
で
、
宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一
）
の
秋
元
但

馬
守
に
よ
る
書
付
の
後
は
、
①
質
代
が
三
貫
文
以
下
な
ら
ば
置
主
に
過
料
、
証
人
に
質

代
を
償
わ
せ
、
②
質
代
が
（
三
貫
文
よ
り
）
高
額
な
場
合
は
、
証
人
の
方
が
難
儀
す
る

の
で
、
置
主
・
証
人
の
両
者
に
質
代
を
償
わ
せ
る
、
と
い
う
場
合
分
け
が
な
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
な
お
統
一
さ
れ
ず
ま
ち
ま
ち
に
な
っ
て
お
り
、
江
戸
に
お
い
て
は
、
安
永

元
年
（
一
七
七
二
）
に
評
議
し
た
上
、
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
か
ら
は
、
質
代
金
の

多
少
に
関
わ
ら
ず
定
め
の
通
り
に
、
置
主
に
過
料
、
証
人
に
は
質
代
金
の
償
い
を
申
し

つ
け
て
い
た
。
一
方
こ
の
一
件
が
起
こ
っ
た
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
時
点
で
も
、
大

坂
で
は
ま
だ
宝
暦
期
か
ら
の
仕
方
で
、
三
貫
文
と
い
う
基
準
を
用
い
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
一
件
を
大
坂
町
奉
行
所
は
江
戸
の
評
定
所
へ
伺
っ
た
上
、
三
貫
文
と

い
う
場
合
分
け
は
御
定
め
と
も
江
戸
の
仕
方
と
も
異
な
る
の
で
、
江
戸
の
定
め
に
合
わ
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せ
て
裁
許
が
行
わ
れ
、
善
右
衛
門
に
過
料
銭
三
貫
文
・
新
七
に
質
代
銀
の
償
い
が
申
し

つ
け
ら
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
頃
は
盗
品
と
は
知
ら
ず
に
質
入
れ
し
て
し
ま
え
ば
、
置
主
に
は

過
料
三
貫
文
、
請
人
に
は
質
代
銀
の
償
い
が
申
し
付
け
ら
れ
て
い
る(

23)

。
つ
ま
り
質
屋

に
と
っ
て
は
、
請
人
を
間
違
い
な
く
取
っ
て
情
報
を
提
供
す
れ
ば
、
金
銭
的
な
負
担
は

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。 

  
 
 

第
二
章 

会
所
・
惣
代
の
役
割 

  

こ
の
よ
う
に
失
物
御
触
書
の
廻
達
の
際
も
、
盗
品
が
判
明
し
た
際
も
、
質
屋
仲
間
の

会
所
や
、
そ
こ
に
雇
わ
れ
て
い
る
惣
代
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
そ
こ
で
二

章
で
は
、
仲
間
の
史
料
か
ら
、
会
所
・
惣
代
の
役
割
を
ま
と
め
て
い
く
。 

 

但
し
、
天
満
組
に
は
会
所
は
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り(

24)

、
会
所
に
つ
い
て
は
大

坂
組
の
史
料
か
ら
の
み
の
検
討
と
な
る
。
一
方
惣
代
は
両
組
と
も
に
存
在
し
た
が
、
こ

こ
で
の
検
討
は
天
満
組
の
史
料
が
主
と
な
る
。
但
し
、
天
満
組
の
惣
代
と
大
坂
組
の
惣

代
の
職
務
が
同
様
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
の
で
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。 

 

で
は
、
大
坂
組
の
会
所
・
惣
代
の
機
能
が
読
み
取
れ
る
史
料
と
し
て
、
宝
暦
三
年
（
一

七
五
三
）
の
「
質
仲
ヶ
間
定
書
」(

25)

を
検
討
し
て
い
く
。 

 

【
史
料
三
】 

 

質
商
旧
記
一
三
「
質
仲
ヶ
間
定
書
」（
宝
暦
三
癸
酉
十
一
月
） 

 
 
 

一
三 

 
 
 

質
仲
ヶ
間
定
書 

①
一
例
年
会
所
表
ニ
而
被
仰
渡
候
質
屋
作
法
之
儀
、
急
度
相
守
可
申
事
、 

②
一
質
屋
中
失
物
御
触
書
写
取
、
判
形
相
済
、
指
戻
し
候
節
、
会
所

御
触
書
之
請

取
書
、
指
出
シ
可
申
事
、 

③
一
御
触
書
似
寄
之
品
持
参
之
節
、
会
所

請
取
書
差
出
シ
可
申
候
、
似
寄
相
違
ニ

而
会
所

差
戻
シ
候
節
者
、
質
屋

請
取
書
会
所
江
相
渡
シ
可
申
事
、 

④
一
似
寄
之
品
、
是
迄
ハ
江
戸
屋
江
致
通
達
候
得
共
、
已
後
者
会
所
ニ
而
取
計
可
申

事
、 

⑤
一
似
寄
質
物
持
参
之
儀
、
夜
ニ
入
候
共
、
会
所
へ
請
取
可
申
候
、
若
惣
代
他
行
之

節
ハ
、
月
番
年
寄
方
へ
可
致
持
参
候
事
、 

⑥
一
惣
代
宅
ニ
而
質
屋
中
ヲ
集
寄
合
、
堅
無
用
之
事
、 

⑦
一
惣
代
勤
方
不
埒
ニ
候
ハ
ヽ
、
其
訳
相
糺
候
上
、
退
役
為
致
可
申
事
、 

⑧
一
惣
仲
間
ニ
召
抱
候
手
代
・
小
者
隙
を
乞
請
候
歟
、又
ハ
不
埒
ニ
而
暇
出
シ
候
者
、

外
之
質
屋
江
堅
召
抱
申
間
敷
候
、
此
儀
互
ニ
商
売
之
妨
ヶ
ニ
相
成
候
間
、
仲
ヶ

間
之
定
、
堅
相
守
可
申
候
、
尤
前
之
主
人
へ
相
断
、
指
構
無
之
候
ハ
ヽ
、
可
為

勝
手
事
、 

⑨
一
会
所
定
書
帳
面
、
其
組
々
江
壱
冊
宛
、
并
ニ
株
札
家
別
ニ
相
渡
シ
可
申
事
、 

⑩
一
仲
ヶ
間
新
入
、
并
ニ
株
譲
等
有
之
節
ハ
、
其
組
之
行
司

惣
組
之
月
行
事
江
、

小
使
を
以
可
申
達
候
、
尤
顔
見
世
銀
之
儀
者
、
早
速
惣
仲
間
江
割
付
可
申
事
、 

⑪
一
質
商
売
不
勝
手
ニ
付
相
止
候
ハ
ヽ
、
御
裏
判
株
札
共
、会
所
江
差
戻
シ
可
申
事
、

若
質
株
外
江
相
譲
り
申
度
候
ハ
ヽ
、
望
人
有
之
候
迄
者
、
支
配
銀
掛
ヶ
可
申
候
、 

 

（
出
銀
定
録
・
会
所
入
用
省
略
） 

 
 
 

宝
暦
三
癸
酉
十
一
月 

 
 
 
 
 

組
合 

 
 
 

印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
寄 

綿
屋
市
右
衛
門 

印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

死
去 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 
 

綿
屋
市
兵
衛 

 

印 
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同 
 

光
吉
四
郎
兵
衛 

印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改
次
郎
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

惣
代 

門
三
郎 

 

印 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利
介 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 
 

喜
八 

 
 

印 

  

前
提
と
し
て
、
こ
の
史
料
か
ら
わ
か
る
範
囲
で
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
時
点
で
の

大
坂
組
の
あ
り
方
を
見
て
い
こ
う
。大
坂
組
の
質
屋
仲
間
の
構
成
員
は
四
六
〇
軒
い
て
、

家
ご
と
に
株
札
を
所
持
し
て
い
た
。
仲
間
を
支
配
す
る
「
年
寄
」
が
三
名
存
在
し
、
内

一
人
が
月
番
を
務
め
惣
組
を
支
配
し
て
い
た
。大
坂
組
の
質
屋
仲
間
に
は
会
所
が
あ
り
、

「
惣
代
」
三
名
を
雇
っ
て
い
た
。
ま
た
惣
代
と
は
別
に
大
坂
組
全
体
で
「
小
使
」
と
呼

ば
れ
る
人
が
雇
わ
れ
て
い
た
。
大
坂
組
の
中
で
小
組
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
各
組

を
ま
と
め
る
者
と
し
て
「
行
司
」
が
お
り
、
大
坂
組
全
体
で
行
司
の
中
か
ら
「
月
行
司
」

を
務
め
る
者
が
い
た
。 

 

こ
の
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
の
定
法
書
は
、
以
前
検
討
し
た
仲
間
全
体
へ
の
定
法

書
と
は
異
な
り
、
仲
間
の
構
成
員
に
よ
る
連
名
や
判
形
が
な
く
、
年
寄
・
惣
代
が
判
形

を
行
っ
て
い
る
。
内
容
も
、
営
業
の
規
定
で
は
な
く
会
所
や
惣
代
に
関
わ
る
こ
と
が
多

い
た
め
、
会
所
の
役
割
が
読
み
取
れ
る
史
料
で
あ
る
。 

最
初
の
箇
条
か
ら
は
、
毎
年
会
所
で
仰
せ
渡
さ
れ
た
質
屋
作
法
を
守
る
、
と
あ
り
、
町

奉
行
所
か
ら
惣
仲
間
へ
の
定
法
を
、
毎
年
会
所
で
仰
せ
渡
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

（
①
）。 

 

そ
し
て
、
御
用
に
関
わ
る
重
要
な
物
の
受
け
渡
し
に
は
会
所
と
し
て
請
取
書
を
出
す

規
定
が
あ
る
。
ま
ず
、
質
屋
個
々
人
が
失
物
御
触
書
を
写
し
判
形
の
上
で
廻
し
、
そ
れ

が
会
所
に
戻
っ
て
き
た
時
に
、
会
所
か
ら
御
触
書
の
請
取
書
を
出
し
て
い
る
（
②
）。
ま

た
、
失
物
御
触
書
に
似
て
い
る
品
を
持
っ
て
き
た
時
は
会
所
か
ら
請
取
書
を
出
し
、
判

明
し
会
所
か
ら
質
屋
へ
品
物
を
戻
す
時
は
質
屋
か
ら
請
取
書
を
出
す
、
と
あ
る
（
③
）。 

 

似
寄
の
品
の
受
け
渡
し
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
は
「
江
戸
屋
」
へ
通
達
し
て
い
た

が
、
こ
れ
か
ら
は
会
所
で
取
り
計
ら
う
、
と
い
う
規
定
も
あ
る
（
④
）。
こ
の
「
江
戸
屋
」

と
い
う
存
在
が
何
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
惣
代
が
牢
屋
敷
詰
め
を
行
う
他
に
も
盗
賊
方

と
の
パ
イ
プ
が
あ
っ
た
の
か
、
興
味
深
い
。
と
も
か
く
こ
の
時
点
で
は
会
所
で
似
寄
の

品
の
受
け
渡
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。
似
寄
の
品
は
夜
で
も
会
所
で
受
け
取
り
を
行
い
、

も
し
惣
代
が
い
な
け
れ
ば
月
番
の
年
寄
へ
提
出
す
る
、
と
い
う
規
定
も
あ
る
（
⑤
）。 

 

ま
た
、
惣
代
宅
で
質
屋
中
を
集
め
て
寄
合
を
し
な
い
こ
と
（
⑥
）。
そ
れ
か
ら
惣
代
の

勤
め
方
が
不
埒
な
ら
ば
、
事
情
を
問
い
た
だ
し
て
退
役
さ
せ
る
（
⑦
）、
と
定
め
ら
れ
て

い
る
。
あ
く
ま
で
惣
代
は
、
仲
間
に
雇
わ
れ
た
存
在
な
の
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
、
会
所
の
定
書
・
帳
面
が
組
々
（
小
組
）
へ
一
冊
ず
つ
、
株
札
が
家
毎
に
渡

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
⑨
）。
そ
の
株
札
に
つ
い
て
は
、
最
後
の
箇
条
に
規
定
が

あ
り
、
質
商
買
を
止
め
た
ら
裏
判
・
株
札
を
会
所
へ
返
却
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
も
し

株
譲
り
に
し
た
け
れ
ば
譲
る
人
が
見
つ
か
る
ま
で
は
支
配
銀
を
支
払
う
こ
と
（
⑪
）。
新

加
入
に
つ
い
て
は
、
加
入
組
の
行
司
か
ら
小
使
を
も
っ
て
惣
組
の
月
行
司
に
知
ら
せ
、

顔
見
せ
銀
は
す
ぐ
に
惣
仲
間
へ
割
り
つ
け
る
、
と
さ
れ
て
い
た
（
⑩
）。 

 

少
し
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
六
月
の
大
坂
組
「
質
仲
間
定
書
」
か
ら
会
所
の
役
割

を
補
足
し
て
い
く
。
そ
の
頃
に
は
株
譲
り
に
つ
い
て
、
各
々
が
自
由
に
行
っ
て
は
な
ら

ず
、
会
所
か
ら
引
合
せ
を
行
っ
た
上
で
譲
り
合
い
を
す
る
、
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
個
人
的
な
譲
株
は
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
譲
株
の
引
合
せ
を
会
所
が
担
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
他
に
も
会
所
は
、
名
前
人
が
病
死
し
た
時
の
届
け
出
先
に
も
な
っ
て

お
り
、
仲
間
に
株
札
を
渡
す
と
と
も
に
株
の
増
減
を
把
握
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

そ
し
て
退
株
に
な
る
時
に
返
却
す
る
「
裏
判
」
に
つ
い
て
も
、
こ
の
定
法
書
の
中
で
、
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会
所
か
ら
仲
間
全
員
へ
渡
し
て
い
る
印
判
を
も
し
紛
失
し
た
り
壊
し
た
ら
、
そ
の
都
度

会
所
か
ら
再
発
行
し
て
も
ら
う
、
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
質
通
紙
（
通
帳
＝
質

札
と
同
様
の
役
割
を
果
た
す
帳
面
）・
請
状
紙
に
も
会
所
か
ら
改
判
を
も
ら
い
使
用
す
る
、

と
い
う
規
定
が
あ
り
、
重
要
書
類
に
は
会
所
か
ら
改
印
を
し
て
い
た
。 

 

で
は
次
に
、
天
満
・
中
村
組(

26)

の
史
料
か
ら
、
惣
代
の
役
割
や
意
義
の
補
足
を
し
て

い
く
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
大
阪
質
屋
業
報
」
の
「
大
阪
質
屋
組
合
の
沿
革
」
と
い
う

連
載
の
中
で
掲
載
さ
れ
た
史
料(

27)

か
ら
主
に
検
討
す
る
。
但
し
、
史
料
の
中
に
は
明
ら

か
な
読
み
誤
り
も
見
受
け
ら
れ
意
味
の
通
ら
な
い
箇
所
が
あ
る
の
で
、
限
界
の
あ
る
こ

と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。
惣
代
に
つ
い
て
は
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
以
降
の
史
料
が

数
点
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
特
に
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
の
「
一
札
」(

28)

か
ら
は
惣
代

の
仕
事
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
先
述
の
通
り
天
満
組
の
牢
屋
敷
詰
め
は
明
和

元
年
（
一
七
六
四
）
の
摂
河
在
々
質
屋
支
配
以
降
で
あ
る
と
す
る
史
料
も
あ
る
の
で
、

注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

「
一
札
」
は
脇
沢
伴
次
郎
が
、
質
方
惣
代
・
阿
波
屋
弥
七
の
二
代
後
の
惣
代
と
し
て

雇
わ
れ
た
際
に
、
勤
め
方
を
確
認
し
た
も
の
で
、
脇
沢
伴
次
郎
か
ら
年
行
司
二
人
と
惣

質
屋
中
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
脇
沢
伴
次
郎
が
惣
代
と
し
て
雇
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
経
緯
が
あ
る
が
、
そ
の
後
惣
代
職
が
脇
沢
家
で
継
が
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
惣
代

と
い
う
役
目
は
家
で
相
続
さ
れ
て
い
く
の
が
基
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
他

の
掲
載
史
料
に
よ
る
と
、
雇
わ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
親
類
が
請
人
に
つ
き
、
請
状
も
作

成
さ
れ
て
い
る
。 

 

仕
事
は
盗
難
品
の
調
査
・
勘
定
に
関
わ
る
こ
と
が
中
心
で
、
こ
こ
で
は
六
つ
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
①
失
物
御
触
書
の
写
し
を
作
成
、
質
屋
の
名
前
も
書
い
て
、
廻
達
す
る
。

通
常
は
五
通
作
成
し
、
急
触
の
場
合
は
人
数
を
減
ら
し
て
八
通
作
成
す
る
、
と
あ
り
、

こ
こ
か
ら
も
通
常
の
御
触
書
と
急
触
の
廻
達
の
仕
方
の
差
異
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
時

点
で
天
満
組
の
惣
代
が
牢
屋
敷
詰
め
を
行
っ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、「
失
物
御
触

書
御
渡
被
為
成
候
節
」
と
あ
る
の
で
、
何
ら
か
の
方
法
で
惣
代
が
失
物
御
触
書
を
受
け

取
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
廻
達
す
る
際
に
は
「
御
頭
様
」（
質
屋
年
寄
か
）
の
と
こ
ろ

へ
も
持
参
し
、
読
み
合
わ
せ
を
し
て
か
ら
廻
達
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
後
仲
間
の
印
形

も
済
ん
で
惣
代
の
元
へ
戻
っ
て
来
た
ら
、
そ
れ
も
確
認
し
た
上
で
残
ら
ず
「
御
頭
様
」

へ
差
し
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
②
盗
難
品
に
似
て
い
る
品
が
発
見
さ
れ
れ
ば
、
す
ぐ
に

確
認
す
る
。
惣
代
が
出
払
っ
て
い
る
時
に
、
更
に
同
じ
組
か
ら
似
て
い
る
品
が
発
見
さ

れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
時
は
今
井
組
・
中
村
組
の
別
は
柔
軟
に
対
応
す

る
。
③
御
用
書
物
と
仲
間
帳
面
、
触
書
、
印
形
な
ど
を
預
か
る
。
④
新
加
入
・
株
が
譲

ら
れ
た
時
の
身
元
調
査
、
名
前
帳
へ
の
張
り
紙
。
⑤
勘
定
へ
の
立
会
（
七
月
五
日
・
十

二
月
五
日
の
二
回
）、
仲
間
か
ら
の
集
銀
。
⑥
年
頭
・
八
朔
の
御
礼
銀
、
の
六
つ
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
失
物
触
の
廻
達
・
盗
難
品
や
判
組
に
お
け
る
問
題
へ
の
対
応
・
仲
間

人
数
連
判
帳
の
管
理
や
新
加
入
の
調
査
・
勘
定
な
ど
、
惣
代
の
役
割
は
多
岐
に
わ
た
り
、

仲
間
の
存
立
の
重
要
個
所
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
天
満
中
村
組

の
惣
代
の
給
料
は
、
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
時
点
で
紙
墨
代
を
含
め
て
月
七
十
目
。

寛
政
一
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
は
半
年
で
六
九
八
匁
に
増
額
さ
れ
て
い
る
が
、
半
年
で

九
〇
〇
目
で
あ
る
今
井
組
よ
り
少
な
い
給
料
で
あ
り
、
増
額
の
出
願
が
な
さ
れ
て
い
る

(

29)

。
こ
こ
か
ら
、
惣
代
は
今
井
組
と
中
村
組
で
別
々
に
雇
い
入
れ
る
形
を
と
っ
て
お
り
、

給
料
に
も
差
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
御
用
な
ど
の
局
面
で
は
滞
り
が
な

い
よ
う
に
、
組
の
別
を
越
え
て
柔
軟
に
対
応
し
て
い
た
。 

 
ま
た
他
の
掲
載
史
料
か
ら
は
、
惣
代
が
廻
状
を
滞
ら
せ
た
り
、
集
銀
を
さ
せ
た
者
が

帳
面
を
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
り
と
、
問
題
も
起
こ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ

う
な
仲
間
の
重
要
な
仕
事
を
、
仲
間
以
外
の
人
を
雇
用
し
て
行
わ
せ
て
い
た
の
は
、
そ

れ
ほ
ど
に
営
業
と
盗
品
調
査
な
ど
が
多
忙
で
あ
っ
た
た
め
か
、と
考
え
ら
れ
る
が
、個
々
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人
が
担
う
調
査
の
負
担
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。 

  
 
 

お
わ
り
に 

  

以
上
、
本
論
で
は
大
坂
町
奉
行
所
関
係
の
史
料
や
仲
間
の
史
料
な
ど
か
ら
、
質
屋
仲

間
が
担
っ
て
い
た
盗
品
調
査
の
御
用
に
つ
い
て
、
そ
の
流
れ
を
ま
と
め
た
。
そ
し
て
、

仲
間
の
会
所
や
、
仲
間
に
雇
わ
れ
て
い
る
惣
代
が
、
そ
の
御
用
で
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
文
で
も
述
べ
た
通
り
、
質
屋
個
々
人
が
担
う
調

査
の
方
法
に
つ
い
て
は
時
期
に
よ
る
変
遷
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
、

こ
の
論
考
を
そ
の
基
礎
と
し
て
い
き
た
い
。 

  

註 

(

１) 

拙
稿
「
近
世
大
坂
に
お
け
る
質
屋
仲
間
の
特
質
―
定
法
書
の
分
析
か
ら
―
」
（
『
大
阪
歴
史

博
物
館
研
究
紀
要
』
第
一
一
号
、
平
成
二
五
年
二
月
） 

(

２) 

「
大
坂
の
質
屋
仲
間
」（
『
新
修
大
阪
市
史
』
第
三
巻 

第
四
章 

第
五
節
３
）
な
ど 

(

３) 

鈴
木
亀
二
著
『
近
世
質
屋
史
稿
』
第
七
章
「
大
阪
に
お
け
る
品
触
」
（
『
大
阪
質
屋
業
報
』

昭
和
五
十
六
年
八
月
号
に
初
出
）
に
、
大
坂
の
特
徴
を
抽
出
し
た
記
述
が
あ
る
の
み
。 

(

４) 

「
致
制
編
」（
大
阪
歴
史
博
物
館
所
蔵
） 

(

５) 

在
方
の
物
だ
が
、
『
寝
屋
川
市
史
』
に
一
二
五
「
寛
政
四
年
八
月
五
日 

失
物
届
一
」
・
一

二
六
「[

文
化
四
年] 

失
物
届
二
」
が
あ
り
、
盗
ま
れ
た
人
が
品
目
を
書
き
上
げ
、
村
の
年

寄
が
奥
印
を
し
て
奉
行
所
へ
届
け
て
い
る
。 

(

６) 

前
掲
「
致
制
編
」（
大
阪
歴
史
博
物
館
所
蔵
）
よ
り 

(

７) 

『
大
阪
市
史
』、「
御
役
録
」（
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
）
な
ど 

(

８) 

大
阪
市
史
史
料
第
四
十
二
輯
『
大
坂
町
奉
行
所
旧
記
（
下
）
』
よ
り
、
『
大
坂
町
奉
行
所
旧

記
』
三
（
大
阪
市
史
編
纂
所
編
、
平
成
六
年
） 

(

９) 

大
阪
市
史
史
料
第
四
十
三
輯
『
大
坂
町
奉
行
所
与
力
・
同
心
勤
方
記
録
』
よ
り
、「
御
問
合

之
内
三
ヶ
条
大
下
書
・
御
問
合
之
内
残
り
三
ヶ
条
大
下
書
」（
大
阪
市
史
編
纂
所
編
、
平
成

七
年
） 

(

10) 

大
阪
商
工
会
議
所
編
『
大
阪
商
業
史
史
料
』
二
八
巻 

二
八
―
一
六
七 

(

11)

『
大
阪
編
年
史
』
第
一
九
巻 

二
八
九
頁
か
ら
二
九
〇
頁
「
質
商
旧
記
」
、
後
述
す
る
天
満

組
惣
代
の
仕
事
な
ど
を
参
照
。 

(

12) 

大
阪
市
史
史
料
第
十
七
輯
『
御
津
八
幡
宮
・
三
津
家
文
書
（
上
）
―
近
世
大
坂
関
係
史
料

―
』
よ
り
、「
六
七 

大
坂
町
中
仕
置
帳
」（
大
阪
市
史
編
纂
所
編
、
昭
和
六
一
年
） 

(

13) 

大
阪
市
立
大
学
所
蔵
『
日
本
経
済
史
資
料
』
中
、『
大
阪
質
仲
間
廻
文
書
』
三
（
Ａ
ａ
四
二

二
一
九
―
八
）
に
、「
（
前
略
）
右
改
方
之
儀
隠
密
ニ
い
た
し
他
見
無
之
様
大
切
ニ
可
仕
旨
、

質
屋
中
不
洩
様
申
渡
置
候
様
、
西
御
番
所
被
仰
渡
候
間
、
此
旨
組
合
中
無
滞
早
々
通
達
可

被
致
候
、
以
上 

 

質
年
寄
中
（
連
名
略
）」
と
あ
る
。 

(

14) 

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）、
金
銀
具
を
町
人
が
所
持
す
る
こ
と
が
禁
止
と
な
り
、
現
在
所
持

し
て
い
る
も
の
を
町
の
年
寄
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
政
策
に
つ
い
て
、
質
屋

仲
間
か
ら
、
質
物
で
所
持
し
て
い
る
物
は
質
会
所
へ
提
出
で
き
る
よ
う
に
願
書
を
提
出
し

て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
直
接
町
年
寄
に
提
出
し
、
そ
の
後
盗
品
が
混
ざ
っ
て
い
た
と
判

明
す
れ
ば
、
御
用
の
こ
と
を
町
年
寄
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
ひ
い
て
は
盗

人
に
逃
げ
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
、
と
い
う
論
理
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

こ
の
段
階
で
は
、
盗
品
調
査
は
町
の
年
寄
に
も
知
ら
れ
た
く
な
い
こ
と
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

(
15) 

大
阪
市
立
大
学
所
蔵
『
日
本
経
済
史
資
料
』
中
、『
大
阪
質
仲
間
廻
文
書
』
三
（
Ａ
ａ
四
二

二
一
九
―
七
） 

 
 
 
 
 

覚 

 
 
 

一
似
寄
質
物
指
出
シ
書
様
之
次
第 

 
 
 
 

何
千
何
百
何
拾
番 

 
 
 
 
 

子
ノ
何
月
幾
日
夜
失
物
之
内
ニ
似
寄 
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何
色
綿
入 

或
者 

袷
壱
挿
様 

 
 
 
 

右
質
物
之
判
組 

 
 
 
 
 

何
ノ
何
月
幾
日 

 
 
 
 
 

何
町
何
丁
目
何
屋
誰
借
屋 

 
 
 
 

一 
何
匁
何
分 

 
 
 
 
 
 
 

置
主 

何
屋
何
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 

置
合
何
々 

 
 
 
 
 

何
町
何
丁
目
何
屋
誰
借
屋 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請
人 

何
屋
何
兵
衛 

 
 
 
 
 
 
 

丑
ノ
何
月
幾
日 

 
 
 
 

質
屋
何
屋
誰 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質
屋
会
所 

 
 
 
 

（
後
略
） 

(

16)

「
株
仲
間
名
前
帳
前
書
」（『
大
阪
市
史
』
第
五
巻
）
よ
り
。
大
坂
町
奉
行
所
に
提
出
さ
れ
た

諸
株
仲
間
の
名
前
帳
の
、
前
書
の
み
を
集
め
た
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
註(1

)

に
挙
げ
た
先
の
論
考
に
て
検
討
を
行
っ
た
。 

(

17) 

大
阪
市
史
史
料
第
四
十
三
輯
『
大
坂
町
奉
行
所
与
力
・
同
心
勤
方
記
録
』
よ
り
「
天
保
二

年 

盗
賊
方
概 

嘉
来
佐
五
右
衛
門
」（
大
阪
市
史
編
纂
所
編
、
平
成
七
年
） 

(

18) 

盗
品
調
査
は
三
商
全
て
が
担
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
記
述
は
質
屋
に
限
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
明
和
六
年
「
古
手
仲
間
定
法
書
」
三
条
目
（
井
戸
田
史
子
氏

「
古
手
屋
仲
間
」（
原
直
史
編
『
商
い
が
む
す
ぶ
人
び
と 

身
分
的
周
縁
と
近
世
社
会
３
』

吉
川
弘
文
館 

二
〇
〇
七
年
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
）
に
、「
古
手
屋
は
購
入
者
が
あ
り
次

第
品
物
を
売
り
払
い
、
手
元
に
照
合
す
る
物
が
な
い
の
で
、
買
い
取
っ
た
古
手
の
特
徴
を

細
か
く
書
き
と
め
、
前
後
の
触
書
と
照
合
す
べ
き
こ
と
」
と
あ
り
、
質
屋
と
は
捜
査
の
仕

方
が
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
古
手
・
古
道
具
の
「
買
い
取
り
」
と
は
異
な
り
、

質
入
れ
さ
れ
た
も
の
は
し
ば
ら
く
蔵
に
置
い
て
お
き
、
返
済
期
限
を
過
ぎ
る
ま
で
他
へ
売

り
払
う
こ
と
は
な
い
の
で
、
長
期
間
に
渡
っ
て
確
実
に
、
速
や
か
に
調
べ
を
行
う
こ
と
が

で
き
、
結
果
的
に
質
屋
か
ら
の
「
出
口
」
が
多
く
な
り
重
視
さ
れ
た
の
で
は
、
と
推
測
で

き
る
。
少
な
く
と
も
、
質
屋
と
盗
賊
方
の
太
い
パ
イ
プ
は
窺
え
る
。 

(

19) 

註(

15)

参
照 

(

20) 

こ
の
事
例
の
人
名
は
、
盗
人
が
「
雁
金
五
人
男
」
と
し
て
有
名
な
人
物
で
あ
る
な
ど
、
実

際
に
起
こ
っ
た
事
件
の
人
名
で
は
な
い
。
だ
が
、
事
例
の
中
身
は
具
体
的
で
あ
り
、
そ
の

犯
罪
や
処
罰
は
実
際
に
起
こ
っ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。 

(

21) 

罪
科
の
軽
重
に
つ
い
て
は
、
「
致
制
編
」
（
大
阪
歴
史
博
物
館
所
蔵
）
を
参
考
に
す
る
と
、

同
じ
盗
み
で
あ
っ
て
も
強
盗
や
傷
害
の
程
度
、
ま
た
は
動
機
や
盗
品
の
金
額
・
量
、
再
犯

か
ど
う
か
に
よ
っ
て
罪
科
が
変
化
し
、
町
奉
行
所
の
交
代
を
機
に
変
化
す
る
と
こ
ろ
も
あ

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
盗
品
の
質
入
れ
や
買
い
取
り
の
処
罰
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば

髪
結
や
辻
番
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
し
ま
え
ば
罪
が
重
く
な
る
な
ど
、
状
況
に
よ
っ

て
変
化
が
あ
る
。
あ
く
ま
で
、
最
も
一
般
的
な
基
準
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

22)

『
御
仕
置
例
類
集
』
八
三
〇 

(

23) 

元
々
基
準
が
三
貫
文
で
あ
っ
た
の
は
、
過
料
と
し
て
三
貫
文
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が

多
く
、
そ
れ
を
超
え
る
と
証
人
の
方
が
負
担
過
重
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

『
近
世
の
城
南
北
平
野
町
―
上
町
に
あ
っ
た
下
町
』（
大
阪
市
史
史
料
第
七
十
二
輯
、
大
阪

市
史
編
纂
所
編 

平
成
二
一
年
一
月
）
か
ら
平
野
町
の
例
を
見
て
も
、
盗
品
だ
と
知
ら
ず
、

出
所
を
糺
さ
ず
に
質
入
れ
し
た
置
主
は
、
全
員
過
料
三
貫
文
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
て
い
る
。 

(

24) 

鈴
木
亀
二
他
共
著
『
日
本
の
質
屋
―
近
世
・
近
代
の
史
的
研
究
―
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部 

一
九
八
二
）
参
照
。
定
法
書
な
ど
の
史
料
で
も
、
大
坂
組
は
「
会
所
」
と
記
載
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
、
天
満
組
で
は
「
惣
代
」
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
似
寄
の
品
の
提
出
先
だ
が
、

盗
賊
方
か
ら
見
る
と
牢
屋
敷
詰
め
を
し
て
い
る
「
惣
代
」
に
提
出
す
る
と
い
う
記
述
に
な

り
、
会
所
が
な
い
天
満
組
の
史
料
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
大
坂
組
は
定
法
書
や
註(

15)

の

ひ
な
形
な
ど
、
ど
の
史
料
で
も
「
会
所
」
に
提
出
す
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

(

25) 

質
商
旧
記
一
三
「
質
仲
ヶ
間
定
書
」（
大
阪
市
史
編
纂
所
所
蔵
、
写
本
）
、『
大
阪
編
年
史
』

第
九
巻 

四
六
二
頁
か
ら
四
六
五
頁 

(
26) 

質
屋
仲
間
の
う
ち
天
満
組
は
、
三
郷
惣
年
寄
で
あ
る
今
井
・
中
村
氏
が
質
屋
年
寄
を
兼
ね

て
お
り
、「
今
井
組
」「
中
村
組
」
と
い
う
二
つ
の
組
に
分
か
れ
て
い
た
。 

(

27)

『
大
阪
質
屋
業
報
』
第
一
巻 

第
四
号
「
大
阪
質
屋
組
合
の
沿
革 

第
一
回
」
な
ど 

(

28)

「
一
札
」（
『
大
阪
質
屋
業
報
』「
大
阪
質
屋
組
合
の
沿
革 

第
二
回
」
よ
り
） 

(

29)

「
乍
憚
口
上
」（
『
大
阪
質
屋
業
報
』「
大
阪
質
屋
組
合
の
沿
革 

第
四
回
」
よ
り
） 
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A Study of Stolen Goods Investigations Conducted by 

the Osaka Pawnbrokers’ Guild 
 

NISHIMOTO Naoko

 

   In early modern Osaka, members of the so-called “three trades” (sansho) of pawnbroking, secondhand goods 

dealing, and used metal and tool selling performed stolen goods investigations under the direction of police 

officials from the Osaka City Governor’s Office.  Thieves posed a serious problem for the city of Osaka.  In 

response, the city authorities established a series of professional organizations, including the Pawnbrokers’ 

Guild, to perform the official duty of investigating the sale of stolen goods.  The official duty performed by 

these organizations formed the core of their existence.  Accordingly, it is essential to examine the content of the 

stolen goods investigations performed by the members of Osaka’s “three trades”.  This article focuses 

specifically on stolen goods investigations conducted by early modern Osaka’s Pawnbrokers’ Guild.  It 

examines how members of the guild were mobilized to participate in official stolen goods investigations and 

how police officials from the City Governor’s Office carried out such investigations.  The article analyzes a 

specific investigation from start to finish, beginning with the report filed by the victim and ending with the 

punishment of the perpetrators.  It also includes an examination of how investigative methods varied depending 

on the specific stage of the investigation.  Furthermore, the article elucidates the important role that the 

Pawnbrokers’ Guild Office (Shichi kaisho) and functionaries hired by the Guild played in official stolen goods 

investigations. 


